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【開催日】 平成３１年３月１９日 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後０時１０分 

【出席委員】 

委 員 長 矢 田 松 夫 副 委 員 長 河 野 朋 子 

委   員 伊 場   勇 委   員 大 井 淳一朗 

委   員 岡 山   明 委   員 奥    良 秀 

委   員 河 﨑 平 男 委   員 笹 木 慶 之 

委   員 水 津   治 委   員 杉 本 保 喜 

委   員 髙 松 秀 樹 委   員 恒 松 恵 子 

委   員 中 岡 英 二 委   員 中 村 博 行 

委   員 長谷川 知司 委   員 藤 岡 修 美 

委   員 松 尾 数 則 委   員 宮 本 政 志 

委   員 森 山 喜 久 委   員  山 田 伸 幸 

委   員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 小 野   泰   

 

【執行部出席者】 

副   市   長 古 川 博 三 総  務  部  長 芳 司 修 重 

企 画 部 長 清 水   保 地 域 振 興 部 長 川 地   諭 

市 民 部 長 城 戸 信 之 福 祉 部 長 岩 本 良 治 

経 済 部 長 河 合 久 雄 建 設 部 長 森    一 哉 

教 育 部 長 尾 山 邦 彦 山陽総合事務所長 堤   泰 秀 

大 学 推 進 室 長 大 谷 剛 士 企 画 部 次 長 篠 原 正 裕 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 中 村   聡 事務局次長 石 田  隆 

事務局主査 島 津 克 則 議 事 係 長 中 村 潤之介 

書    記 原 川 寛 子 書    記 光 永 直 樹 
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【付議事項】 

１ 議案第１２号 平成３１年度山陽小野田市一般会計予算について 

２ 議案第４７号 平成３１年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１回）に

ついて 

３ 議案第４６号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算（第１０回）

について 

 

 

午前１０時 開会 

 

 

矢田松夫委員長 ただいまから一般会計予算決算常任委員会を開会いたします。

本日の審査日程は、お手元に配布してありますとおり進めてまいります。

それでは、審査番号１番、議案第１２号、平成３１年度山陽小野田市一

般会計予算について、各分科会での審査が終了しましたので、分科会長

の報告を求めます。最初に総務文教分科会からお願いします。 

  

河野朋子総務文教分科会長 総務文教常任委員会所管部分についての報告をし

ます。３月７日、８日に委員全員出席の下、分科会を開催し、慎重審査

をしました。本分科会では主要施策の中から１７事業を抽出し、実施計

画書、事務事業評価シートなどを中心に審査しました。歳入の主な内容

についてですが、１款市税では個人市民税が前年度比９，３２５万７，

０００円減の２６億９，３９０万２，０００円で、これは税制改正に伴

う配偶者控除額変更等の影響などによるものだということでした。次に

法人市民税については、前年度比８，７５９万６，０００円増の１０億

２，６９９万４，０００円で、これについては景気の緩やかな回復によ

るものだということです。また、固定資産税については前年度比１億５，

０１３万７，０００円増の５０億８，０８４万３，０００円ということ

で、これは新増築増加、新築特例軽減の影響などによるものだというこ

とでした。続きまして、軽自動車税については前年度比１，０７１万９，

０００円増の１億８，６００万５，０００円で、市たばこ税については

前年度比１，４８９万５，０００円減の４億３，０９６万１，０００円

で、これについては消費の減少と加熱式たばこの税率見直しの影響など

によるものだということです。１１款地方交付税は前年度比１億３，０

００万円減の６１億２，０００万円となっています。歳入の主な質疑と

して、「法人税の増の理由は、景気の穏やかな回復とあるが、どのよう

なデータによるものか」との質問に「決算短信等を参考にし、さらに市



3 

 

内の企業に景気の動向、状況を確認した」との答弁がありました。また、 

「滞納繰越分の算出方法とそれぞれの徴収率は」との質問に「年度の決

算見込額に対して、その税目ごとの徴収率を掛けて出しており、個人市

民税は３０％、法人市民税は１７％、固定資産税は１７％、軽自動車税

が２６％、都市計画税が１９％と見込んでいる」との答弁がありました。

次に歳出について、事務事業を中心に審査しましたので、その結果につ

いて報告します。ハロウィンイベント実施事業についてですが、これは

１０月の最終日曜日に市内の商業施設においてプロジェクションマッピ

ングやステージショー、特産品マルシェなどの参加型イベントを開催し

て、本市の誇る芸術文化・景観・行事・人物・物産等の魅力を大々的に

ＰＲするとともに、市民の地域や市に対する誇りや愛着の醸成を図るこ

とを目的としています。具体的な内容としては、新たに、観光協会、経

済団体、理科大の学生、市等で構成する実行委員会「スタジオ・スマイ

ル」を設立します。支出の内容としては、「スタジオ・スマイル」への

補助金として１，０００万円で、そのうち約８００万円をプロジェクシ

ョンマッピングの上映、２００万円はオレンジ月間のＰＲやシンボルマ

ーク等のデザイン料等、当日のイベント等の経費となっています。財源

は地方創生推進交付金５００万円、一般財源５００万円となっています。

主な質疑として、「プロデューサーと実行委員会の位置付けは」との質

問に「あくまでも主役は実行委員会のメンバーで、プロデューサーはア

ドバイスやコーディネートをする」との答弁がありました。また、「補

助金は平成３２年度までだが、市の一つの大きなイベントとして継続し

ていくのか」との質問に「協賛金等を集めて同規模の事業として、しっ

かりと定着していくことを目指して取り組みたい」との答弁がありまし

た。続きまして、市役所本庁舎耐震改修事業耐震対策、老朽化対策、防

災対策の三つの事業ですが、これは関連性が強いので、まとめて審査し

ました。耐震対策の内容は、アウトフレームの支障となる屋外階段２か

所の撤去、及びアウトフレームと既存建物との間に柱を増設し、かつア

ンカーを大量に使用するもので、工期は１４か月を予定しています。次

に老朽化対策の内容は、防火区画、排煙区画、エレベーターの既存不適

格部分の改修、議場のトップライト屋根耐火工事、同じく議場の耐震天

井改修、高架水槽を含む給排水設備改修、トイレの全面改修等で、工期

は１４か月を予定しています。防災対策の内容は、津波・高潮への対策

として、鉄骨造り２階建て、延床面積は約９００平米の別棟を新築し、

１階は文書庫及び職員食堂、２階はサーバを始めとする情報システムや

会議室、その屋上に高圧受電施設と発電設備の移設等で、工期は１３か

月を予定しています。平成３１年度の耐震改修は２億５３万６，０００
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円、老朽化対策は１億１，３３６万５，０００円、防災対策に２億５，

７１５万９，０００円を計上しています。平成３２年度分は、債務負担

行為として８億４，０９９万１，０００円を設定しています。主な質疑

として、「現在の総事業費は１５億１，５００万円程度であるが、最終

的に工事費が膨れ上がることはないのか」との質問に「部材の価格上昇

の可能性はあるが、約１５億円程度と見込んでいる」との答弁がありま

した。また、「入札はどのようにするのか」との質問に「耐震改修工事

と老朽化対策工事を一つにしてＪＶの公募を７月に予定している」との

答弁がありました。次に、「市役所隣接の土地購入はこの事業に関連す

るのか」との質問に「第二車庫を解体してそこに別棟を建設したりアウ

トフレームを建物の外に増設したりすることにより駐車枠が減るため、

必要な土地である」との答弁がありました。さらに、「工事の関係で会

議室等が使えない期間はあるのか」との質問に「１００人ぐらいの会議

を市役所で行うことが２年間は難しいので、厚狭地区複合施設、文化会

館、きらら交流館大研修室が代替えとなる」との答弁がありました。ま

た、「夜間の駐車場の規制が必要ではないか」との質問に「看板や注意

書きを設置し、不要な駐車を減らす努力をしたい」との答弁がありまし

た。続きまして、観光プロモーション事業についてです。この事業は、

本市の魅力的な観光資源を収めた動画を制作し、様々な媒体を使って情

報発信をするとともに、観光パンフレットを新しく制作し、本市の認知

度向上、誘客促進に努めるもので、予算として観光プロモーション業務

委託料９５０万円を計上し、財源としては、地方創生推進交付金４７５

万円、一般財源４７５万円を充当するものです。動画制作は観光誘客を

主目的としたもので、約３分程度のものを１本、その素材を使って約３

０秒程度のものを５本程度制作する予定で、ターゲットは国内で日本人

向けを想定しています。平成３１年度は、この動画を、メディアを活用

して配信する予定にしています。パンフレットは１０年前に制作したＡ

４サイズから、持ち歩くのに便利なＡ５サイズに変更し、日本語版１万

部のほか、多言語で制作し、インバウンドにも対応するということです。

主な質疑として、「この動画についてはテレビＣＭで流すのか」との質

問に「プロポーザルの審査で業者からの提案の中で、良いものを選ぶ」

との答弁がありました。次に、「活動指標からの成果をどのように考え

るか」との質問に「最終的には観光客数の増加が成果指標となる」との

答弁がありました。また、「パンフレットはどのように配布するのか」

との質問に「市内の観光施設、公共施設、空港、駅などに置く。あとは

ＰＲイベント等に出向いて配布する」との答弁がありました。次に、学

校司書配置事業です。平成３１年度は全校配置を維持しながら、学校司
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書間の業務量の不均衡の縮小を図るため、１人２校勤務に移行して、任

期付職員を２人、臨時職員を１０人とし、人件費として２，８００万円

を計上しています。今年度から引き続き更新で任用される職員について

は基本同じ学校で、平成３１年度任用予定の職員については２校兼務を

予定しているということです。主な質疑として、「貸出しの数に学校司

書は影響するのか」との質問に「基本的には図書委員会の子供たちが貸

出業務をしているので、それほど減少はない」との答弁がありました。

また、「削減しても、子どもたちに本を勧めるという司書の本来の業務

が変わらないという検証をするのか」との質問に「平成３１年度に把握

しながら、もし質が落ちるということになったときには、やはり見直し

をしなければいけないと考えている」との答弁でした。「２校兼務にな

ったときの具体的な勤務計画はできているか」との質問に「１週間５日

の中で１校が２日、もう１校が３日となり、奇数週に２日行った場合に

は偶数週に３日行くということで、月に直したら同じ回数ほど学校に行

くようになる計画である」との答弁がありました。「以前の教育長はこ

の削減の見直しはしないと明言したが、平成３１年度に学校の実態を見

ながら再検討する可能性があるのか」との質問に「成果はできるだけ落

としたくないので、平成３１年度に司書や学校職員、そして子どもたち

の声を聞きながら対応していきたい」との答弁がありました。続きまし

て、学校業務支援員配置事業についてです。教員の働き方改革の取組と

して、学校に学校業務支援員を配置し、学校の事務的業務を補助するこ

とにより、教員の長時間勤務の削減を図ることを目的としています。学

習プリントや学級だより、会議資料等の印刷等業務や、児童生徒の提出

物の点検・作品掲示、教材・教具の準備や片付けなどの学習・学級事務

業務、アンケート集計処理や各種調査のデータ入力等の集計・データ入

力等業務、その他学校行事の補助や進路事務、保健室業務等を想定して

います。平成３１年度は、働き方改革推進校と位置付ける厚狭小、厚狭

中、小野田中、竜王中、高千帆中の５校に配置する予定です。平成３１

年度事業費は、賃金を３０５万７，０００円、雇用保険を１万８，００

０円、公務災害掛金４，０００円とし、総額で３０７万９，０００円を

計上しています。雇用形態は非常勤臨時職員である。県補助金は賃金の

２分の１で１５２万８，０００円となっています。主な質疑として、「１

日４時間、週５日勤務とのことだが、出勤と退出の時間は決まっている

のか」との質問に「学校によって勤務開始時刻が異なるので４時間とい

うことだけを設定している」との答弁でした。「この事業は最小の経費

で効果が上がるという施策なのか」との質問に「成果指標の目標値は教

員の時間外勤務時間数の２０％削減である」との答弁がありました。「県
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の補助事業だが、何年と決まっているのか」との質問に「何年間続くか

決まっていない。平成３１年度単年で終わる可能性もある」との答弁が

ありました。分科会では審議の最後にハロウィンイベント実施事業と学

校司書配置事業の二つについて自由討議を行っています。ハロウィンイ

ベント実施事業については次のような意見がありました。「ハロウィン

という名称はいかがなものか。担当課の若手職員を中心に協議をしたと

のことだが、もっと幅広く意見を求めて決められたらよかった。市民の

力添えをしっかりもらって、実行に移してほしい」という意見。「ハロ

ウィンという名称に抵抗がある。市のオレンジを強調したいのであれば、

オレンジイベントという名前でいいのではないか」との意見や、「執行

部の説明を聞くと、チャレンジしてみてはどうかと思った。２年間はし

っかり見ていきたい」という意見。「関係団体や実行委員会と市の関わ

り方に不安を持っている」との意見。「本市には自慢できるイベントが

他市と比べて弱いので、意外性のあるハロウィンにチャレンジすること

はいいことではないか。しっかりとした計画や組織を作り、定着させて

ほしい」などの意見が挙がっています。次に学校司書配置事業について

は、「学校司書を削減しても先生の業務が増えては本末転倒である。今

回の見直しに当たっては学校司書と教育委員会と学校の現場とできちん

と議論すべきだった。学校司書と業務支援員、そして学校の司書教諭を

含めた先生の配置を見ながら、過重労働にならないように見ていきたい」

という意見や、「学校図書室は第２の保健室として子どもたちの心のフ

ォローをしてきたが、削減により対応する時間が確保できないと懸念す

る。問題が生じれば当然見直すとの答弁を聞き、少し光が見えたが、貸

出数さえ減らなければいいという考えになると、実際に読んだか、興味

のある本に出会ったかという面で懸念がある」、「学校現場の声が教育

委員会に上がって、総合的に考えて方向性が決まったかなと思う」とい

った意見や、「苦渋の中の決断だと思うが、学校ボランティアが学校に

来てもらうよう努力すべき」、「子どもたちに対しては２校で１名体制

でも支障はないと思うが、１年間２校に一人の体制にしてみて、子ども

たちから意見を聞いて、考え直せばいいのではないか」などの意見があ

りました。以上で分科会の報告を終わります。 

 

矢田松夫委員長 分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。御質疑はありませんか。 

 

山田伸幸委員 それでは分科会長にお伺いします。まずハロウィンイベントに

ついてですが、言わなくても分かるようにこれは宗教行事とも言えるよ
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うな内容を含んでいるわけですが、それを市の行事としてやることに、

政教分離に反するのではないかと思うわけですが、その点での議論はど

うだったのか。またプロジェクションマッピングというのは常に上映で

きるわけではなくて、専門の機械が必要になりますので、イベントが終

わったら見ることもできない。その日に雨でも降ってしまえば、何のた

めにやったのかというさんざんたる結果も予想されるわけですが、そう

いったことに対して何人も市民の方とお話をしましたが、やはりこのハ

ロウィンというのはいかがなものかという方が非常に多かったというこ

とであります。それに対する、先ほどの説明を読むと、委員の中では余

り否定的な意見はなかったように思うんですが、そういった市民の意見

については先ほど言った宗教の問題やプロジェクションマッピングの一

時的な投資について、どのような議論があったでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 まず、２点あったので。１点目の政教分離につい

ての議論ですが、今回、委員会の中で審査、質疑、自由討議を通じて、

政教分離についての意見や質問はありませんでした。もう１点、それが

市民にとってどうなのか、プロジェクションマッピングの継続性といっ

たことについては、今回このような今までと違ったイベントについては、

手放しで賛成というような感じではなかったと思います。あえて自由討

議でそういうテーマを挙げたというところについても委員の皆さんの中

からこの点については、しっかり再検討とか計画もしっかり作ってほし

い、今後の継続性ということについてもしていってほしいということが

あってテーマとして挙げたと思っていますので、今回、実行委員会につ

いてもまだ不確定な部分もあり、これからというところですので、今回

の分科会の中での意見や、この委員会の中での意見はしっかりと行政が

受け止めて実行していってほしいと思っています。 

 

杉本保喜委員 ハロウィンイベントについて、一大イベントとしてやっていく

ということなんですが、私が個人的に思うのは、そのときに美祢線の活

性化で割引をするとか、小野田線を利用したら割引をするとか、そうい

うような公共交通活性化に一役買う案というのがあったんでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 これも先ほど少しお話ししましたが、今後、実行

委員会の中で様々なアイデアを出し合って、最終的にはプロデューサー

がコーディネートしていくということになりますので、今のような具体

的なことについては今後、実行委員会「スマイル・スタジオ」の中でい

ろんなことが出されていくと思いますし、アイデアをしっかり出しても
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らって、意義のあるイベントにしていただきたいということで、分科会

の中では意見が出ておりました。 

 

奥良秀委員 このハロウィン事業に１，０００万円使われるということですが、

事務事業調書には市内外に周知をすると書いてあるんですが、報告書に

は市内のことしか書いてないんです。要は、例えば市外の人を何人呼ぶ

のかという話は出たでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 今回のこの事業についての成果指標については、

具体的に人数あるいは市内外といったところについての言及はしていま

せん。 

 

山田伸幸委員 学校司書ですが、今までの例としてその事業を休止とか事業内

容を減らしていったりすると、もう復活するというのは私の知る限りで

は、ありませんでした。そういった意味で、事業の継続性、しかも今の

体制を維持したままいかないと、減少は更なる減少を生むというのが今

までの例です。この学校司書配置というのは、どの学校の先生にお聞き

しても非常に高く評価されておりますし、学業の面でも非常にプラスに

なっているというふうな発言もありました。というのも、やはり読書を

するというのは基本的な国語力、ひいてはほかの学科にも通用していく

わけで、この点をそういった専門の指導ができる先生がおられて、その

指導の下に良い書物に出会い、そしてそれが学業に反映されていくとい

うすばらしい展開が期待されているわけで、これを一度減らしてしまっ

たら、元に戻すのは至難の業。いくら口で実証、実証と言っても、元に

戻した例を知らないんですが、こういった減らして今後の展開が言われ

た実証というふうになるのかどうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 今、御指摘のことはもっともだと思っていますが、

今回の削減の理由に、ほかのいろいろなＡＬＴとか学校業務支援員の新

たな設置などもあって、削減やむを得なかったという答弁があった中で、

今回今言われるように学校司書本来の仕事はただ単なる貸出業務ではな

いということも委員の中でそういった指摘して、本当にそういった検証

をしっかりしていってほしいという指摘があったので、これまでそうい

った前例がないと言われますけれども、そういったことで何か教育的に

影響があるかどうかということを、しっかりと今後、委員会として注視

して、その辺りは前例に捉われず、もしそういうことがあれば強く、委

員会としてもそういったことは指摘していきたいと思っています。 
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山田伸幸委員 先ほど報告がなかったんですが、委員会では質疑がされていま

したのでお聞きします。学校給食センターに関わる問題です。先頃、私

もうわさという文書が、センターからある業者に出されました。その中

身は、給食食材の納品において、他市場から仕入れて入れるという内容

がありました。また、質の悪い納品があったという指摘もあったんです

が、それに対する回答が１日後。３月５日にそういう文書を出して６日

には返事をしなさいというようになっていたんですが、その回答が、納

品しようとしても、注文していたのに食材がそろわなかったというふう

な主張がしてあって、市議会が以前農林水産課に求めていたのは、市場

としてそろえられる可能性が低いのではないかという指摘をした際に、

必ずそろえますという約束をした上で、食材の納入に、今の青果市場か

ら行うという約束がされていたものですが、その約束が破られる事態が

この文書に書かれていました。そういった文書がなぜ委員会で要求して

議論されなかったのか、またそのほかにどのような議論が行われたのか、

その点についてお答えください。 

 

河野朋子総務文教分科会長 今回、事業を中心に報告をしていますが、予算の

審査の中で、今のような指摘は当然ありましたし、議論していますので

お答えしたいと思います。給食センター関係の質疑の中で、今言われる

ように市場を通さずに給食センターに食材を入れたという情報があった

のではないか、それに対して給食センターがどういう対応をしたのかと

いう質疑がもちろんあったんですが、それに対して執行部側はそういっ

た情報があったので、現在はその事実関係の確認をしているという答弁

がありました。そして、今言われるような文書をなぜ分科会に出さなか

ったのかと言われましたけれども、その時点で執行部側が現在事実確認

をしていると言われましたので、きちんと情報提供できるようになった

時点で、改めて委員会で報告していただきたいということを、その場で

言っております。今言われたようなことは、分科会当日の中ではやり取

りはしておりませんけれども、事実関係が明らかになった時点できちん

と委員会を開いて、その事実を報告していただくようになっています。 

 

杉本保喜委員 庁舎の改修について。耐震対策の内容としてアウトフレームの

支障となる屋外階段２か所の撤去と言われましたが、建物の屋外にある

階段というのは、基本的には非常階段、火災や何かで逃げるための非常

階段という捉え方を普通されるんですけれども、これを２か所撤去する

ことによって、防火対策、避難の対策に対して何か行政から、こういう

ことで撤去しても問題ないんだという回答があったのか。 
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河野朋子総務文教分科会長 今回の事業の説明の中で、今言われるように屋外

の階段を撤去するという事業が計画としてあると聞きましたが、委員か

らこれを撤去することによってどうなるのかといった直接の質疑はあり

ませんでしたのでその部分はしておりませんが、当然そういった対応は

されるというふうに受け止めての質疑がなかったんだと思いますが、そ

の部分については具体的にはしていませんでした。 

 

藤岡修美委員 同じく市役所本庁舎耐震改修に絡む質問ですが、津波・高潮の

対策として、鉄骨造り２階建ての別棟を新築すると書いてありますが、

最近、平成２３年３月１１日の東日本大震災の映像をよく見るんですけ

れども、実際に鉄骨造り２階で大丈夫なのかという議論がされたかどう

か。 

 

河野朋子総務文教分科会長 その件についても、具体的にそれで大丈夫なのか

といった質疑は出ておりませんでした。 

 

藤岡修美委員 学校業務支援員配置事業において、働き方改革推進校で市内の

５校が位置付けられているということでしたが、具体的にどのようなこ

とにその５校が取り組まれるのか。そういった説明があったでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 働き方改革推進校に指定されたということについ

ては、県の補助対象事業として、県内の小中学校に対して、支援するた

めの基準として要件を満たした場合には、その学校に補助金をというこ

とで働き方改革推進校として挙げられたわけですが、具体的に言います

と、成果指標にもありますように教員の時間外勤務を２０％削減するこ

とが目標であり、それ以外に具体的にこういったことをするということ

についての説明は審査の中ではありませんでした。 

 

杉本保喜委員 働き方で学校について、まず非常勤の臨時職員ということなん

ですけれども、契約期間はどれぐらいの期間でもって契約するんだとい

うお話があったんでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 これは、継続するのかということで、単年度の場

合もあるということですので、当然これは１年契約ということになると

理解しています。 

 

杉本保喜委員 県のほうで、平成３１年度単年度で終わる可能性もあるという
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答弁なんですけれども、基本的にはこの１年で先生たちがようやくこの

１年間は助かるなと思って、いろんな形でもってこれをお願いしようと

いう形が出来上がると思うんです。ようやく出来上がった頃に来年度に

はもうそれがありませんよというのは、ちょっと何の働き方改革になっ

たのかというのが分からないという結果になるんだろうと思いますけれ

ども、その辺りは、行政としては県に対してどういうような働き掛けを

するのかどうか。その辺はあったんでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 懸念されるようなことは当然ありますし、５校に

ついても本当にこの５校でいいのかとか、そういった議論ももちろんあ

りましたけれども、今回のこの事業が今後どのようになって、そうなっ

た場合に県にどういう働き掛けをしていくのかといった先についても議

論には及んでいませんでした。 

 

山田伸幸委員 学校支援員の業務内容で、特に、中学校の先生たちにとって一

番大きな負担となっているのがクラブ活動なんです。それも含めて支援

の対象となるのか。その点での議論はいかがだったでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 先ほど報告で説明しましたように、支援員の業務

内容をある程度定めておりまして、クラブ活動についてはその中には入

っていません。 

 

奥良秀委員 学校業務支援員について、基本的にどういった資格の人がなれる

んでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 これについては、特に資格は問わないということ

でした。 

 

奥良秀委員 資格がないのに、要は今の職員の２０％の仕事をしてもらうとい

うことでよろしいんでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 資格が必要でない仕事、例えばプリントを印刷し

たりデータを入力したり、そういった事務的なことをお手伝いするとい

うことなので、今言われるように本当に２０％の削減ができるのかとい

った議論ももちろん分科会の中でも指摘はありましたが、計画の中でそ

ういった数字が挙げられていました。 
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岡山明委員 市役所の防災対策ということで、前にもお話があったと思うんで

すけれど、防災対策の内容、１階に文書庫と職員食堂という形で、この

最初の話が津波・高潮という状況の中で水に対応する。水浸しになると

いう表現が入っているんですが、その辺の検討をされたかどうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 大切な情報データとかそういったものについては

２階以上、あるいは屋上に置くということで、デジタル的なデータが上

にありアナログ的な文書は下にあるということで、そう言われますと貴

重な文書ではないかと言われるのではと思いますけれども、本当に最終

的に貴重となるデジタル的なデータを全て高いところに上げていくとい

うことなので、その点については議論となっておりません。 

 

岡山明委員 ではそういうアナログ的な文書と。では電子フロッピーのような

形に変えていくというか、今後の文書の存続するお話まで続いているか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 現在ある文書をデジタル化するかどうかについて

の議論にまで至っていません。 

 

奥良秀委員 先ほど、支援員は誰でもできるという話だったんですが、学校の

業務に携わるということはかなりの守秘義務があると思います。そうい

ったマニュアル等も作られるということでよろしいんですよね。 

 

河野朋子総務文教分科会長 当然、そういったことはきちんと今後整備される

と思いますけれども、分科会の中でその辺の細かいところについての確

認までには至っていません。 

 

矢田松夫委員長 ほかに御質疑はありますか。(「なし」と呼ぶ者あり)なけれ

ば以上で質疑を終わります。次に民生福祉分科会長の報告を求めます。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 議案第１２号、平成３１年度山陽小野田市一般会

計予算の担任事項について、３月１１日、１３日に委員全員出席の下、

慎重審査しました。今回は抽出して審査した事業のうち９事業について、

その概要と主な質疑を報告します。まず、子育て総合支援センター管理・

運営事業です。この事業は重点施策２「子育て世代から選ばれるまち推

進プロジェクト」の（１）子育て支援の充実に該当する事業です。来館

者は平成３１年１月末時点で、平成３０年度の目標値５，８００人を大

きく上回る１万８，５６０人となっています。次に、主な質疑について
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です。「来館者の地域における比率は」との質問に「約３８％が高千帆

校区からの来館で、厚狭校区１７％、小野田校区１２．８％、高泊校区

９．８％という状況で、遠いということで本山や津布田からの来館者の

比率は少なくなっている」との答弁です。「市外の利用者は」との質問

に「平成３０年度は約１，５００人」との答弁がありました。「家庭児

童相談の件数は」との質問に「来館による相談は１月末時点で２１件、

来館以外の相談は現時点で２２０件」との答弁です。そして、「キッズ

キッチンの利用は」との質問に「１月末時点で合計約２８０世帯」との

答弁がありました。次に新規事業の公立保育所看護師配置事業について

です。この事業は重点施策２「子育て世代から選ばれるまち推進プロジ

ェクト」の（１）子育て支援の充実に該当する事業です。公立保育所に

看護師を配置し、医療的ケアが必要な児童を受け入れられる体制を整備

しようとするもので、医療的ケアは、一般的に在宅等で日常的に行われ

ている、たんの吸引・経管栄養等の医療行為をいい、医師の指示のもと

に看護師等が行うことができるものです。任期付職員の看護師１名を募

集したところ、１名の応募があり、面接審査を行い、採用を決定してい

ます。次に主な質疑についてです。「今後、看護師の人数は増やしてい

くのか」との質問に「需要が増えて必要と思われる場合は検討していき

たい」との答弁がありました。「私立保育園への看護師配置は」との質

問に「数年前には１園配置があったが、現在はない」との答弁です。「採

用された看護師は保育の経験があるのか」との質問に「医療機関でも看

護師としての経験があり、保育現場への実習等の経歴もあったのでとて

も適任であると思っている」との答弁です。「対象者がいない場合はど

うするのか」との質問に「医療的ケア対象児童が今後いなくなったとし

ても、看護師の配置を継続していきたい」との答弁がありました。次に

成人健康診査事業についてです。この事業は、健診ごとに定められた対

象年齢の方で、ほかの制度で健診を受ける機会のない方に対して実施す

る事業で、保健センター、公民館等で開催する集団健診と、協力いただ

いている市内の医療機関で受診する個別検診があります。がん検診の種

類は、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん及び肺がん

検診で、受診間隔は、胃がん、子宮頸がん及び乳がん検診は２年に１回、

大腸がん、前立腺がん及び肺がんは毎年です。平成３０年度からは、が

んの部位別死亡率が一番高い肺がんに関して、特定の年齢層に向けて個

別勧奨用のはがきを送付しています。平成３１年度からは、協会けんぽ

（山口支部）と包括連携協定を締結して実施します。さらに、平成３１

年度は、子育て世代の女性が受けやすい環境づくりの一つとして、女性

限定託児付き集団がん検診をスマイルキッズで行う考えです。次に主な
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質疑についてです。「集団健診の実施回数を４回増やす理由は」との質

問に「国保の特定健診の集団健診に、肺がん検診を受診できるようにし

て肺がん検診の受診者の増加を図るため」との答弁です。「がん検診を

受けやすい環境整備をする意図がある中で、受診率の成果目標をなぜ３

年間１３％とするのか」との質問に「国は働いている方を含めて５０％

を目標としている。まず国保加入者の５０％ということで１３％という

目標を掲げている。もし今年度少し率が上がるようであればまた目標設

定は考えていきたい」との答弁です。「コール、リコールの効果は」と

の質問に「子宮頸がん検診と乳がん検診のクーポン券対象者に行ってい

る。子宮頸がん検診の利用は下がっており、乳がん検診は上がっている

状況」との答弁です。「検診クーポン券対象者は、子宮頸がん検診２１

歳、乳がん検診は４１歳ということだが、対象年齢は変えられないのか」

との質問に「厚生労働省の補助事業になっており、年齢は厚生労働省か

らの通知で行っている」との答弁です。「対象年齢を増やす考えは」と

の質問に「ほかにもまだ受診率向上に向けてできることがあるのではな

いかと考えているので、まずはそれをやっていきたい」との答弁があり

ました。次に健康マイレージ事業についてです。この事業は市民の健康

づくりを応援する取組として県が実施している「やまぐち健康マイレー

ジ事業」を市として取り組むものです。参加者がチャレンジシートを入

手し、健診や各種健康づくり等の活動を実施してポイントを貯め、３５

ポイント以上で特典カードと交換し、サービスが受けられるもので、平

成３１年度は、対象を１８歳以上の在勤・在学から小学生以上に広げ、

特典カード以外にも市の独自インセンティブとして先着者への参加賞、

抽選で健康グッズが当たるなどを追加しています。次に主な質疑につい

てです。「現在の実績は」との質問に「特典カードの交換については交

付数が３０８部」との答弁です。「計画を見ても協力店数が少ないが」

との質問に「協力店を増やすことで事業の魅力につながると考えており、

健康づくり地域職域連絡協議会の中で説明をしていくことや、商工労働

課と情報共有を図って、商店連絡会などでもＰＲしていくこと、やまぐ

ち健康応援団に登録していても健康マイレージに入っていない店舗があ

るので、保健所と協力して働き掛けていくことで協力店を増やしていけ

るのではないかと考えている」との答弁です。「協力店にとってのメリ

ットが知られていないのでは」との質問に「協力店自体がよく知られて

いないという反省点があるので、来年度以降しっかりと周知をしていき

たい」との答弁です。「健康づくり推進協議会などに意見を求めて見直

しをする必要があるのでは」との質問に「健康マイレージは健康づくり

を進めていく上で非常に重要な事業になってくると捉えているので、健
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康増進課だけでなく、福祉部内の国保や高齢福祉課、地域振興部とも一

緒にスポーツ振興も絡めて、どのような形にしていけば魅力があり、ス

ポーツや健康づくりのきっかけになるか協議している。できれば３２年

度には形にしていきたい」との答弁がありました。次にスマイルエイジ

ングプロジェクトについてです。これは第２次健康増進計画（スマイル

エイジングプラン）を策定し、健康寿命の延伸に向けた取組を推進する

ため、健康づくりに関わりが深い専門職能団体等とプロジェクトを立ち

上げるものです。構成団体は医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、

山口東京理科大などで、平成３１年度は年５回の会議を予定しています。

次に主な質疑についてです。「オブザーバーはどんな人がどのような役

割を担うのか」との質問に「第２次健康増進計画の策定に当たって健康

課題の分析やアンケートの集計等に尽力いただいた山口大学の先生を想

定。役割としては、本市の健康課題をプロジェクト委員にしっかりと伝

えること、また、この先生は公衆衛生学を専門とされていて、県内他市

町でも健康づくりに取り組まれているので、先進地や県内事例などの助

言をいただくことを考えている」との答弁です。「心の健康にも着目し

た事業が必要だと思うが、考えは」との質問に「心の健康は非常に重要

な要素なので、このプロジェクトの中でも考えていきたい」との答弁で

す。「スマイルエイジングプロジェクトと今までの事業を結び付けて全

市的に広げていく考えは」との質問に「庁内で行われている様々な健康

に関連する事業の再構築と整備から行っていこうと考えている。横の連

携を取りながら行っていきたい」との答弁がありました。次に地域生活

支援拠点整備事業についてです。障がい者の重度化・高齢化や「親亡き

後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時

の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を整備し、障がい者の

生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するもので、市内に２

４時間体制の相談拠点及び緊急時短期入所の受入体制を平成３１年度に

整備します。次に主な質疑についてです。「拠点の場所は」との質問に

「相談支援事業所の「のぞみ」を想定」との答弁です。「コーディネー

ターの役割は」との質問に「緊急時の受入れ対応が必要な利用者と支援

拠点において相談をするうえで、利用者が具体的に必要としているもの

と福祉サービスを結び付ける役割があると想定」との答弁です。「対応

は常駐か、転送電話か」との質問に「夜間・休日は転送電話で携帯電話

での対応を想定」との答弁です。「短期入所はどのような形か」との質

問に「緊急時の短期入所については指定障害者支援施設であるみつば園

に空床を１床確保して対応していただくことを想定」との答弁です。「こ

れまで宇部市の事業所に委託していたが、相談件数はどの程度か」との
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質問に「昨年度で４３６件、今年度は現在３６０件前後」との答弁です。

「緊急入所はどのような内容の方か」との質問に「介護者の急な疾病に

よって援護ができなくなった場合を想定」との答弁がありました。次に

特定空家等除去事業についてです。平成２９年度に空き家の実態調査を

行い、対応を急がなければならないものを１０件程度確認。庁内で建築

の専門的な知識を有する職員がいる部署に認定調査を協力依頼するとこ

ろだが、本市ではこの協力を得ることが困難な状況にあり、特定空家等

の認定調査を建築設計事務所等に委託するものです。次に主な質疑につ

いてです。「緊急安全措置について、緊急的に対応した後は、所有者に

実費を請求していくと思うが間違いないか」との質問に「職員が全国の

研修会に参加し、そう簡単にできるものではないということは分かった

が、請求はしなければいけないと考えている」との答弁がありました。

次に空家等の適正管理の補助事業についてです。倒壊又は建築材等の飛

散のおそれのある危険な空き家の除却を促進し、地域の生活環境の保全

及び空き家等の利活用の推進を図るため、市内にある老朽危険空家等の

除却を行う所有者等に対し、所有者等自らが除却する費用の一部を補助

する「山陽小野田市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付制度」を創

設します。補助対象経費の３分の１、上限額を５０万円とする補助金を

申請者に交付するが、事業の目的である老朽危険空家等の除却を進めて、

その土地の利活用に結び付けることが第一義と考え、所得制限を設けな

いこととしたものです。次に主な質疑についてです。「予算は５件だが、

件数の予想は」との質問に「補助制度が他市にもある関係で、市民の方、

所有者の方から電話で問合せがある。電話を掛けた方々は、老朽危険空

家の該当者かどうかは分からないが、何件も寄せられているので、その

ことと予算的なところも込みで、５件程度ということで今回挙げた」と

の答弁です。「５件以上となった場合の対応は」との質問に「単純に多

いからということで補正をする予定はない」との答弁です。「機械的に

先着５名なのか」との質問に「不良度の測定基準１００点以上と、周囲

に対する危険度判定基準の二つの条件により老朽危険空家を対象とした

補助制度にしたい」との答弁です。「不良度の測定基準は国土交通省が

出しているとのことだが、県内共通で使用しているのか」との質問に「オ

リジナルで作っているところもあるが、ほぼこの基準どおり、別表に定

めて判定をしている市町が多い状況である」との答弁です。「既に実績

を上げている自治体はあるか」との質問に「既に多くの市で取り組んで

いるので、それぞれ実績は上げているようである」との答弁です。「空

家等対策協議会の委員から意見として出た申請書類の簡易化についての

考えは」との質問に「検討していきたい」との答弁がありました。次に



17 

 

証明書コンビニ交付事業についてです。この事業はマイナンバーカード

を利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているキオスク端

末で住民票の写しや戸籍謄抄本等の各種証明書の取得が可能となる交付

サービスを提供し、住民サービスの向上を図るもので、平成３２年２月

からの利用開始を目指すものです。国は平成２９年度から平成３１年度

までの３年間を集中取組期間とし、ワンストップ・カードプロジェクト

のアクションプログラムに基づきコンビニ交付参加団体の導入を促進。

平成３１年度末までにコンビニ交付を利用できる環境の対象者を１億人

とし、そのために特別交付税措置の拡充を図っており、導入費用につい

ては平成３１年度まで、運用費用については平成３３年度まで特別交付

税措置を行うものです。県内の実施状況は１３市中１０市で実施、１市

で実施予定とのことでした。次に主な質疑についてです。「取り忘れ対

策とはどういうものか」との質問に「証明書やマイナンバーカードの取

り忘れがないようにキオスク端末からアナウンスが出るもの」との答弁

です。「既に実施している市町村で、マイナンバーカードの交付が推進

した事例はあるか」との質問に「具体的な数値は把握していないが、一

般の方のマイナンバーカード取得の最大のメリットはコンビニ交付では

ないかと思う」との答弁がありました。以上で民生福祉分科会の報告を

終わります。 

 

矢田松夫委員長 民生福祉分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑

を行います。御質疑はありませんか。 

 

藤岡修美委員 子育て総合支援センターの管理運営事業について、市内で本山

や津布田からの来館者の比率が少ないということですが、市外から３０

年度は１，５００人あったということですが、なぜ本山や津布田からの

来館者が少ないかその辺りの議論はあったでしょうか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 先ほど報告させていただいた状況で、遠いという

ところで来館者が少ないと考えている執行部の答弁でございます。 

 

藤岡修美委員 では市外から１，５００人あったということなんですけども、

その辺りはいかがなもんですか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 市内の地域によってはすごく少ないのに、市外に

ついては多いじゃないかといった話は特に出ていないんですが、御存じ

のとおり今ある場所が宇部市でも山陽小野田市に近い方々が来られてい
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るという実績はあるというふうに考えます。 

 

藤岡修美委員 成人健康診査事業において、がん検診だと思うんですけど、対

象年齢を増やす考えはとの質問があった中で、執行部の答弁が受診者率

向上に向けてできることがあるのではないか、ほかにもまだあるのでは

ないかという答弁があったようなんですが、具体的にどういったできる

ことがあるのかといった議論はあったでしょうか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 対象年齢を増やすという議論のところですよね。

ここにつきましては、報告をさせていただいた以上のものは答弁が入っ

ておりません。 

 

藤岡修美委員 本市のがん検診の受診率が低いということは、私一般質問でさ

せていただいて、その辺りに向けての取組がどうなっているかというの

がすごく興味があるんですけど、そういった議論はなかったでしょうか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 主な質疑のところでありましたけれども、がん検

診を受けやすい環境整備を何とかしようと、執行部自体はされているこ

とは事実です。だけれども、現実にはなかなか増えないというところで、

どうしても１３％を何としてもクリアするというところの目標値に現在

はなっているというところです。 

 

笹木慶之委員 健康マイレージ事業の中で健康づくり推進協議会などに意見を

求めて見直しをするという体制づくりのことですが、できれば３２年度

には形にしていきたいと言われました。３１年度の議論をしているのに

３２年というのはいかがなものでしょうか。お尋ねします。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 言われることはもっともなんですけれども、健康

マイレージは始めたときは県のものそのものだったんですよ。それで私

たちも委員会として所管事務調査も行った中で、独自性を出すべきでは

ないかということを言ってまいりまして、何とか小学生以上ということ

で、切り替えて独自性を何とか出そうとしているところですので、３１

年度はそれに向けて進めていくということで、今報告させていただいた

スポーツや健康づくりのきっかけというところで、協議しているところ

で形としては３１年度に本来であればできればいいんですが、まだ走り

出したところで、現実には形にはなかなか難しいということからできれ

ば３２年度には形にしていきたいという答弁が入っております。 
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笹木慶之委員 今の件はできるだけ早くされるほうがいいと思います。もう１

点お尋ねします。子育て総合支援センターの関係ですが、先ほど来から

市内の利用者が低いということなんですが、先ほど藤岡委員から質問が

ありましたが、市外の利用者もかなりあるということなんですが、子育

てというのは市の重要な施策なんですよね。その中でただ単純に遠いか

ら近いからという議論で終わったんでしょうか。この中には出合地区、

埴生地区、もっと大きな地区も残っているようでありますが、計算して

みますと７８％ぐらいが今のこの比率になっています。それ以外の方々

の子どもたちの対応についてはどのような議論がされたでしょうか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 それに関連しての報告になるかと思うんですが、

アンケートを随時担当が取っております。その中でどうやって来られた

のかということで、交通手段ですね、こういうことについてアイデアは

ないんですかということで、聞いた委員がおりまして、どうやって来ら

れているか、その交通手段がよくないので、来られていないのではない

かという懸念は当然あるわけです。その中で来館者のアンケートを行っ

ているけれども、交通手段を聞くような形にはなってはいないというこ

とで、ただ、自動車以外で来られる方がどれだけ来られるかは統計的な

数値は持っていないけれども、ほとんどの方が車だろうと思っていると

いうことで、特にアンケートについてどういうふうな形で来られている

かということを入れる考えを、現在のところ執行部は持っていないとい

う答弁でした。 

 

笹木慶之委員 もう１点お尋ねしますが、交通手段のことだけを申されました

が、私は交通手段が問題ではないというふうに思います。中の事業の問

題がかなり大きなウエートを占めていると思います。来られる方が少な

い地域への対応がどのようにされているのか議論されたでしょうか。 

 

吉永美子民生福祉分科会長 来られる地域が少ないというところに限ってどう

していくのかという強い議論は入っておりません。 

 

藤岡修美委員 健康マイレージ事業に戻りますけども、スポーツや健康づくり

のきっかけにどのような形に持っていけばなるかということで、関係部

署で協議するとありますが、こういった協議の中で、私一般質問でもさ

せていただいたんですけど、チャレンジデーに取り組むような話は出な

かったでしょうか。 
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吉永美子民生福祉分科会長 今言われるチャレンジデーですね。宇部市とかも

されている。あれについて議論は入っておりません。 

 

矢田松夫委員長 ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で質疑を終わります。次に産業建設分科会長の報告を求めます。 

 

中村博行産業建設分科会長 今回は新規事業であります七つの事業について報

告します。最初は街路灯修繕事業です。この概要は、県道小野田港線の

小野田橋に設置された街路灯を修繕するものです。事業費は２６７万１，

０００円を計画している。平成８年３月に小野田橋の架け替えの際に山

口県が設置したもので、平成８年４月から県と市が管理委託契約を締結、

市が維持管理しています。現在、３灯式４基、１灯式６基の全てが不点

灯の状態です。観光協会のホームページで観光スポットの一つとして紹

介されており、地元自治会から修繕の要望が挙がっている。安心・安全

の観点からも早期修繕の必要があるということです。主な質疑として、

「耐用年数から、ガス灯を水銀灯に変える計画はないか」との問いに「小

野田駅前商連もガス灯であり、その関係でガス灯を設置した」との答弁。

「このガス灯の点灯時間は」との問いに「タイマー式で、夏時間と冬時

間で時間を変えている」との答弁。「今まで、管理はどうしていたのか」

との問いに「少しの修繕はしてきたが、今回のような大規模な修繕は初

めて」との答弁がありました。次に用途地域見直し事業です。この概要

は改定中の都市計画マスタープランに示す土地利用方針と現在の用途地

域が著しくかい離している区域などを対象として現況調査などを実施し、

用途地域の検討、見直しをするもので、平成３１、３２年度の２か年で

行う。用途地域の指定がない区域、指定がされている区域それぞれにお

いて、適性かつ合理的な土地利用を図っていく。用途地域が指定されて

いる区域で、今後も都市的土地利用が見込まれない山林や農地等につい

ては、農業振興に係る土地利用との調整を図り、廃止を含め、適切な用

途地域への変更も検討する。２か年の総事業費は委託料１，４１６万５，

０００円で、全額一般財源である。最終的な見直し案を作成し、都市計

画審議会に諮問をする予定とのことでした。主な質疑として、「県や国

の用途地域の指定等の案はあるか」との問いに「現在改定中の都市計画

マスタープランによる土地利用方針を勘案し、調査、見直しの検討を行

っていく」との答弁。「農振地域との協議、整合性はいつ頃から図られ

るか」との問いに「今年度から農林水産課と協議を進めており、来年度

の予算としても用途地域見直し事業と農振地域の見直し事業の両方が予

算計上されており、一緒に協議しながら進めていく」との答弁。「農業
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関係で投資した高千帆排水機場であるが、周辺で宅地化が進み、田によ

る貯水機能の不足、ポンプの排水能力に不安がある。その辺を土地利用

の見直しに加味されるのか」との問いに「実際に用途指定をする場合に

はそれらの部分を考慮しながら検討していく」との答弁がありました。

次に竜王山公園オートキャンプ場改修事業についてです。この概要とし

て、竜王山公園オートキャンプ場内の施設２件（①竜の遊具と②受変電

設備）の改修事業である。①は竜の形をした大型コンビネーション遊具

のローラー滑り台が設置後２０年を経過し、老朽化が著しく、平成３１

年度はステンレスローラー約３００本、軸受け、ボルトなどの部品の交

換と着地部のマットを取り替える予定。平成３１年度の予算は工事請負

費２５９万６，０００円で、財源内訳はふるさと支援基金２５０万円、

一般財源９万６，０００円である。②はオートキャンプ場内に設置して

いる高圧受変電設備を更新するもの。設置後２０年を経過しており、高

圧回路の絶縁材が劣化するなど老朽化の兆候が見られ、感電や火災等の

事故の危険性が高くなっており、他への影響も懸念される。平成３１年

度の予算は工事請負費２，０５１万５，０００円で、財源内訳は地方債

１，５３０万円、一般財源５２１万５，０００円であるとのことでした。

主な質疑として、「設置当時はセンサーで竜の鳴き声が聞こえていたが、

その修理は考えているか」との問いに「実際の利用に影響の大きいほう

から整備していく」との答弁。「ローラーは全部で何本あるのか」との

問いに「全体で２，０００本あり、それを一本一本確認し、３００本程

度の交換が必要となった」との答弁。「整備にどのくらいの期間を要す

るか」との問いに「部品を発注して３か月程度は掛かる見込みで、夏休

みまでには間に合わない」との答弁。「今までの管理はどうしていたの

か」との問いに「通常の修理費の中で、部分的な補修を重ねていたが、

今回は多くの改修が必要となり、予算要求した」との答弁。「電気設備

の改修で、ＰＣＢ等の使用についてはどうか」との問いに「平成１０年

度の設備で、設置時期からＰＣＢの使用はないと考えている」との答弁

がありました。次に駅舎バリアフリー化整備事業についてです。この概

要として、国のバリアフリー法に基づき、１日の乗降者数が３，０００

人以上の鉄道駅については、平成３２年度を目標にバリアフリー化整備

を実施することになっている。整備工事の実施主体はＪＲ西日本であり、

国及び地方自治体は補助金の支出により支援を行う。それにより、エレ

ベーターや点字ブロックの設置などバリアフリー化を行うもの。平成３

１年度は実施設計、３２年度は整備工事を実施予定。工事内容は在来線

各ホームにエレベーター４基、新幹線コンコースにエレベーター１基、

他に各ホームに点字ブロックを設置する。支出負担は国、地方自治体、
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ＪＲが各３分の１で、平成３１年度は４，０００万円を補助金として支

出するとのことでした。主な質疑として、「平成３２年度に完了の見込

みか」との問いに「ＪＲの工事の施工上、３２年度までに全て完成する

かは、工事の過程により変わってくることもあると思う」との答弁。「設

置以降のランニングコスト、管理費等の負担はどうなるか」との問いに

「基本的には設置だけの支援で、ランニングコストはＪＲ持ちになると

思っている」との答弁。「厚狭駅の障害者用駐車場との関連は考えられ

るか」との問いに「今回の計画では駐車場との関連は検討していない」

との答弁。「在来線側にも障害者用のトイレの設置は不可欠と思うがど

うか」との問いに「本事業に在来線口の多機能トイレ整備が含まれてい

るので、工事完了後には設置の見込みである」との答弁がありました。

次にバス活性化システム整備事業についてです。この概要として、市内

を運行するバス事業者３社が実施するバスロケーションシステムの整備

に対し、補助金を交付し、バスの利便性向上を図ることで利用促進につ

なげるもの。バスロケーションシステムの整備は国が方針として掲げた

「路線バスにおける生産性向上の取組」の一環として、バス事業者が実

施するもので、県も含め、県内市町が一律に補助を実施する県と関連市

町との協調補助事業である。このたびの事業対象は船木鉄道（株）であ

る。バスロケーションシステムとは、バスの運行状況をリアルタイムで

利用者に自分が乗りたいバスが今どこを走っているのかをスマホで検索

でき、バス停等に表示装置を設置することで、スマホなしでも運行状況

を知らせることが可能になるもの。本事業の負担割合は、国が３分の１、

県１０分の１、市１０分の１であり、船木鉄道からの聞き取りから、市

負担分の５０万円を補助するものとのことでした。主な質疑として、「補

助金５０万円の根拠は」との問いに「具体的には出ておらず、総事業費

は１，０００万円以下と聞いており、その１０分の１の１００万円を本

市、宇部市、美祢市で運行距離を勘案すると５０万円となる」との答弁。

「何か所の設置を考えているか」との問いに「船木鉄道からは初回でつ

けるのは、１か所から３か所程度と聞いている」との答弁。「利用者は

高齢者が多いと思うが、どの程度の効果を考えているか」との問いに「理

科大生も増えているし、バス停への設置も見込め、利便性は上がると思

う」との答弁。「他市の状況は」との問いに「宇部市交通局が平成２９

年度末に急きょ整備され、新川駅と宇部興産中央病院の２か所に表示板

をつけていて、利用者は喜んでいるが人数増の効果は聞いていない」と

の答弁。「バス停は全部で何か所あるか」との問いに「約２００か所で

ある」との答弁がありました。次に県営経営体育成基盤整備事業(郡・川

東地区)についてです。この事業は郡・川東地区のほ場整備事業である。
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この地区は農地集積や担い手の確保において、区画の狭小や湿田がネッ

クとなり、農地の貸付が進まず、耕作放棄地が発生しており、大型機械

の導入も困難で農業経営の効率化も進まない。１０年前に基盤整備の構

想が持ち上がり、ほ場整備実施に向け、地区内で勉強会を数回開催する

など準備を進めてきた。昨年、農業経営者の高齢化や担い手不足対策の

ため「手護隊（てごたい）」が結成され、集落営農法人の設立など事業

実施に向けた条件整備が進められてきた。農林水産課としては農業の持

続的発展を図る必要から、ほ場整備事業により、新規就農者や企業等を

受け入れやすくなるなど、農業の発展には必要な事業であると考えてい

る。平成３１年度は国に申請するための資料である構想図を作成し、平

成４０年度までの１０年間のスケジュールで考えている。平成３１年度

から３３年度までは単県事業となり、費用負担率は県と市が各５０％、

３４年度以降は国庫補助事業となり、負担率は国５０％、県３０％、市

１２％、地元８％となるとのことでした。主な質疑として、「土地改良

区の立ち上げはしなかったのか」との問いに「現在、山陽土地改良区の

エリアに入っているが、新たにほ場整備エリアで土地改良区を立ち上げ

る方法もあるが、これからの協議になる」との答弁。「耕作者は何人を

予定しているか」との問いに「現時点では、土地所有者８２名、耕作者

１５名であるが、５名の認定農業者を予定しており、この５名が中心と

なり事業が進むと思う」との答弁。「この区画で一番大きな面積は」と

の問いに「後潟を参考にすると１区画平均３，０００平方メートル程度

と思う」との答弁。「受益者負担８％は１０アール当たり、金額ではど

のくらいになるか」との問いに「１，７００円ぐらいだが、集積率を上

げることにより、新たな国の補助金が出るので地元負担金は少なくなる。

過去に実質ゼロの例もある」との答弁。「集積率の設定はどのくらいか」

との問いに「地元負担をゼロとするなら８０％以上となる」との答弁。

「この事業は地元が主導して進むものと理解するが、行政としての指導、

助言等は」との問いに「市として、県・山口県土地改良事業団体連合会

などの情報を集め、指導していきたい」との答弁。「他にほ場整備の要

望は上がっているか」との問いに「沖開作地区からの要望がある」との

答弁がありました。次に農地利用最適化推進事業についてです。この概

要として、この事業が法定業務となり、農地の集積・集約、耕作放棄地

の発生防止・解消及び新規参入の促進を図ることになった。現在、農業

委員会は市長から任命された１４人の農業委員と、農業委員会が委嘱し

現場の活動を行う１４人の推進委員、合計２８人で構成されている。本

事業を実施する農業委員及び推進委員に対し、インセンティブとして国

から県を通じて補助率１０分の１０の農地利用最適化交付金が交付され、
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活動の目標も明確化されている。交付金について、支出内訳は農業委員

及び推進委員に支給する報酬のうち、能率給として活動実績２０１万６，

０００円及び成果実績１，３５９万円、合計１，５６０万６，０００円

を計上し、財源の内訳は全額県支出金となる。能率給の算定方法は国が

定めた農地利用最適化交付金事業実施要綱に基づく計算であるとのこと

でした。主な質疑として、「本市の現状に合わせた計算ではどうなるか」

との質問に「最適化に向けた活動実績により農業委員会が得られる上限

額が一人当たり７万２，０００円。成果実績により①担い手への農地集

積、②遊休農地の発生防止・解消の成果では①が満点の１３点、②がゼ

ロ点となり、上限の４８万５，３３３円は得られない。なお、活動実績

と成果実績の合計で上限額は一人当たり５５万７，３３３円である」と

の答弁。「単年度集積面積２８へクタール、解消基準面積１３ヘクター

ルの根拠は」との問いに「国が定めている農地利用最適化交付金事業実

施要綱にある算式で得た数字で、全国共通である」との答弁。「農地集

約面積３７２ヘクタールが示されているが、それ以外は対象外か」との

問いに「農地経営基盤強化促進法と農地中間管理等に関する法律に基づ

いた面積が３７２ヘクタールである」との答弁。「人・農地プランの作

成が見直されているが、指針との関連は」との問いに「今ある、人・農

地プランが集積が進むようなものになっているか検証し、集積を行いた

い。３１年度の課題と捉えている」との答弁。「この事業により、農業

委員会内部での差別化を生まないか」との問いに「実際に活動した日数

に基づき按分するので差別化にはならない」との答弁。「基準面積がそ

れぞれ変わってくると思うが、同じ面積が対象か」との問いに「数年間

のスパンでの解消目標と捉えている」との答弁。「本来の報酬より、能

率給が多額となる点についての議論はあったか」との問いに「農業委員

会改革により農地利用最適化推進のほうに法定業務がシフトされたとい

うことで、来年度はもっとシビアな活動が求められ、研修も重ねていく

ようになる」との答弁がありました。以上で報告を終わります。 

 

矢田松夫委員長 産業建設分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑

を行います。御質疑はありませんか。 

 

山田伸幸委員 それでは分科会長にお尋ねします。最初に用途地域の見直し事

業についてですが、最近農地や山林を利用した太陽光発電が問題になっ

てきているんですが、農業振興に逆行するような設置もあるように思い

ますがこれについて関連の質疑はされたでしょうか。 
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中村博行産業建設分科会長 太陽光についてとか具体的な内容の質疑はしてお

りませんが、それを含めて今後調査されていくものと考えております。 

 

山田伸幸委員 なかなか開発については市に権限がないということですので難

しいとは思いますが、しっかり委員会としても興味、関心を持っていた

だきたいと思います。次に、竜王山公園のオートキャンプ場改修事業に

ついてです。ここの公園は開所以来、土日も非常に多くて竜の遊具も多

くの人が利用されております。ここの遊具は幅広く利用されているわけ

ですが、ほかの遊具の点検も合わせて行われているのか。そしてその状

況はどうだったのかという点についてまずお聞きします。 

 

中村博行産業建設分科会長 ほかの遊具についての言及まではありませんでし

たが、施設全般においてしっかり点検していくという説明はございまし

た。 

 

山田伸幸委員 それとこのオートキャンプ場に関連して、土日は非常に利用が

多くて以前から問題になっているんですが、駐車場に入り切れず表の登

山道、車道まではみ出す、あるいは狭いところにもぎゅうぎゅう詰めで

停めていく。時には接触事故もかつてあったわけですが、現在そういう

状況でありながら下の駐車場の開放がされておりません。せめてそうい

うことでもしない限り、この問題は解決しないように思うんですがどの

ように考えておられるんでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 土日の利用者が多いというのは出ておりましたが、

駐車場についてそこまでの言及はありませんでしたので、しっかり今お

聞きしたことを執行部にその状況について調査するように求めたいと思

います。 

 

山田伸幸委員 次に厚狭駅の駅舎バリアフリー化整備事業なんですが１日の乗

降者数が３，０００人以上と説明されました。現在厚狭駅の利用者はど

れくらいおられるのか。また、点字ブロックについてもバリアフリー化

と合わせて説明をされたわけですが、目の不自由な方あるいは弱視の方

がこれを頼りにしておられるんですが、そういった方々の転落防止につ

いてはどのような議論をされたでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 事務事業調書の中にありますように厚狭駅の平均

乗車数が３，２４０人と記載をされております。また点字ブロックある
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いは転落防止等についてまでの言及はございませんでした。 

 

山田伸幸委員 次にバス活性化でロケーションシステムですが、これは私も視

察に行ったときにほかの町で利用したことがあるんですが、表示された

結果と実際にバスが来る時間にずれがあったんですよね。その後改善も

進んだかとは思うんですが、これが実際に機能しているかどうなのか。

実施しているのはどこなのか。その点での議論はまずあったでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 確かに委員全員これをしたから利用者が上がると

いう考え方は持っていなくて、むしろこれをしてもなかなか利用者が上

がるという印象は受けておりません。ただ国の指針でそういうことをす

れば幾らかでも利便性等から利用者が増えるのではないかという事業と

捉えていて、これが直接乗降者数の増になるという質疑は出ておりませ

ん。 

 

山田伸幸委員 便数がどんどん減らされているので、利用しようにも利用しに

くいという問題が一番の問題ではないかと思います。以前このバスを利

用されておられるお年寄りから一部の主要なバス停には屋根がついてい

るけれど、多くのところでまず自分が降りるところにはあるけど、乗る

ところにはないと声を挙げておられるんですが、そういった状況という

のは委員会としてつかんでおられるでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 バス停の屋根ですが、これは以前山田委員が産業

建設におられたときにもその話が出たと思いますが、今回それについて

は出ておりません。ただ産業建設としては公共交通全般について非常に

力を入れて取り組んでいるところでありますので、それを含めてこれか

ら進めていきたいと考えております。 

 

山田伸幸委員 あと報告はなかったんですが予算書の中に地方バス路線の維持

補助金が１億３，６００万円。デマンド交通が増えれば私は減っていく

のかなと思ったらそうでもないんですね。やはり利用者が減っていると

しか思えません。このデマンド交通を増やしても、なおかつ維持補助金

がこれだけ多額になっているという状況についてデマンド交通の評価や

今後の拡充について審議されておられればお答えください。 

 

中村博行産業建設分科会長 デマンド交通は出合地区が増えたということで予

算上大分上がっていると思いますが、おっしゃるとおり従前の三社に対
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する補助金は全く変わっていないのが今回の予算であります。 

 

山田伸幸委員 私たちがこれまで視察などで勉強してきたのは、手直しでは駄

目だということなんですね。全域で一気にやってしまわないと補助金の

削減まではいっていないんですね。中村委員長も行かれましたし、私も

行った玉野市の場合は全面的に実施することによって、補助金の削減に

までつながっているわけで、是非ともこの辺は強化をしていっていただ

きたいんですが、委員会としてこのデマンド交通の拡充については今後

どのような取組をされようとしておられるんでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 具体的に委員会からどういうふうにしようという

ことではなくてただデマンド交通の拡充について要望、指摘は行政にし

ております。 

 

杉本保喜委員 ロケーションシステムについてお尋ねしますが、何か所の設置

を考えているのかということに対して船木鉄道からは初回で付けるのは

１か所から３か所程度と聞いているということなんですけれど、どうい

う基準で選択するのかという話が出たのかどうか。例えば乗継場所にそ

れがあるとお年寄りがあと１５分も掛かるんであればタクシーで行った

ほうが早いねという判断の材料にもなると考えますので、これが有効に

使えるのかどうかは場所を選ぶことが非常に大事なことと思いますが、

行政からはどういう回答があったのかお伝えください。 

 

中村博行産業建設分科会長 このバスロケーションシステムにつきましては主

体があくまでも船木鉄道ですので、市から具体的な要件の話はございま

せんでした。 

 

山田伸幸委員 次に商工費に係る問題で中小商工業者への支援として店舗リフ

ォームについて先日積極的な姿勢が示されました。シャッター通りを是

非オープンしていくといった意味で、新たに創業しようとする人たちの

支援としてこの店舗リフォームは重要な位置を占めているんではないか

と思うんですが、これについて議論されておればお答えください。 

 

中村博行産業建設分科会長 空き店舗等の活用については議論が出まして、行

政からは今進めている通常の空き家に対するいろんな対策と同等にしっ

かりみていきたいという答弁がございました。 
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山田伸幸委員 次に土木関連で小規模土木事業についてですが、事業でも審査

されており、いろいろ資料も出ているんですが問題は市民の負担ですね。

特に私たちの行っている議会カフェでも自治会長が出てきて、小さな自

治会に対する配慮もほしいとも言われているんですが、その点ではどの

ような議論をされたでしょうか。 

 

中村博行産業建設分科会長 これについては３月前半の補正予算のときにも報

告いたしましたが、委員会からは強く今の７０％補助を８０％補助にと

いうことで早期にするべきだと。実際に小さい自治会等では非常にお困

りの点があるということも議会カフェ等で聞いております。ただ答弁と

してはこれが実施されてから正確な統計を取っていないので補助率が７

０％になって以降、申請をされたのが８０％時点、それから重なった部

分があるので、正式な統計を取った上で見直しするならすると検討して

いきたいという答弁はございました。 

 

山田伸幸委員 これについては委員会でも興味関心を持っておられるというの

はよく分かっておりますが、残念ながら市も一時的に補正予算を付けて

対応しようとしているのは分かっているんですが、恒常的な市民負担の

軽減にはまだまだ踏み込めていないというのが現状だと思います。次に

都市計画関係で有帆緑地の件であります。これが間もなく償還も終わっ

て、新たに利用方法が決定されるかと思うんですが、これまでも議会か

ら利用に当たっては市民の要望を聞くべきである、特に地元の要望に応

えた利用方法が必要ではないかと声を発信してきた議員さんもおられた

わけで、今後の活用方法について議論されておられればお答えください。 

 

中村博行産業建設分科会長 今回は活用方法についての議論、審査はしており

ません。 

 

山田伸幸委員 この項の最後の質問を行います。市営住宅に関することなんで

すが、各地で空き家の問題が非常に大きな問題になっています。当初は

自治会で空き家の土地も含めて管理をしておられて、環境衛生に力を入

れておられた方も限界にきて、市でやりなさいとすると黒いビニールシ

ートが張られて、いかにもそこは空き家ですよという感じでむなしく感

じることもあるわけですが、空き家で放置するというのは建物も含めて

荒廃が進んでいくわけです。その点について市で計画は持っておられる

んですが、地域住民に対して今後の方向性がきちんと示されていないと

思っています。この空き家問題についてどのように委員会として関与さ
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れていこうとしているのか、あるいは議論があればその点についてお答

えください。 

 

中村博行産業建設分科会長 対策として具体的な議論はしておりませんが、市

営住宅の入居率等についてどうしていくのかという議論はしております。

当初から産業建設常任委員会として萩原住宅等のかなり古い市営住宅の

視察もしておりますし、今後継続してこの問題について取り組んでいき

たいと考えております。 

 

矢田松夫委員長 ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で質疑を終わります。次に理科大分科会長の報告を求めます。 

 

髙松秀樹理科大分科会長 議案第１２号、平成３１年度山陽小野田市一般会計

予算の所管分につきまして、３月１２日に委員全員出席の下、慎重審査

しましたので報告します。最初に審査対象事業４５番、山陽小野田市立

山口東京理科大学薬学部校舎整備事業についてです。この事業の概要及

び質疑によって明らかになったことは、薬学部の教育研究活動に必要な

校舎や研究機器類等の施設設備を整備するもので、平成３１年度の事業

費は５億１，４１９万５，０００円で、財源として、充当率７５％の学

校教育施設等整備事業債を３億８，８９０万円充てています。これによ

り、当該事業における平成３１年度までの総事業費は１０６億９，４６

３万２，０００円で、財源として合併特例債や学校教育施設等整備事業

債、山口県の市町振興基金を充当し、地方債の合計が９０億６，６１０

万円となっています。当該事業の進捗状況は、Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟の校舎

３棟及び倉庫棟の建設及び江汐公園内薬用植物園の整備が完了し、外構

及び研究機器類の一部の整備が完了する見込みで、平成３１年度に着手

する事業は構内薬用植物園の管理棟及び温室を含む外構になります。ま

た、グラウンド及びテニスコートの整備は調査設計業務の結果をもって

整備を進めていくことになりますので、着工時期及び完成時期は未定で

すが、一日でも早い完成を目指すとの説明がありました。また、駐輪場

は４００台程度の整備を行うこと。Ｃ棟の南側の大学側で４０以上ある

サークルの部室棟を建てる計画があること。Ｃ棟は、動物搬入を含め４

月から稼働できる形で進めていることが明らかになりました。次に審査

対象事業４６番、山陽小野田市立山口東京理科大学運営費交付金事業に

ついてです。平成３１年度の事業費１５億３，７５２万３，０００円で、

財源は、公立大学法人運営基金からの繰入金が８，２３０万６，０００

円、一般財源の１４億５，５２１万７，０００円については、普通交付
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税を活用しています。平成３１年度の運営費交付金の交付額は、公立大

学法人の当初予算の総額２６億５１万９，０００円で、公立大学法人の

自主財源が１０億６，２９９万６，０００円なので、不足する１５億３，

７５２万３，０００円を交付するものです。今後は、運営費交付金の金

額を決めるルールを定めていきたいとの説明もありました。今年の受験

状況は、工学部は、入学定員２００人に対し、志願者数１，５２４人、

競争率７．６倍。薬学部は入学定員１２０人に対し、志願者が１，１０

３人、競争率９．２倍。前年度と比べると工学部が９００人減、薬学部

が３４５人減ですが、他の薬工の公立大学の倍率と比べて、高い部類で

あるとの説明がありました。行政と大学との人事交流については大学と

設置団体で連携を取るという中で、新年度に向けて調整をしていくこと

を考えているという説明がありました。また、課長提案事業、薬膳によ

るひと・まち・しごと活性化事業４７万円が計上されており、平成３１

年度分は薬膳を活用したまちづくり検討委員会を設置し、平成３２年度

から事業実施に向けて具体的な検討を行うものです。以上報告を終わり

ます。 

 

矢田松夫委員長 理科大分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑を

行います。御質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）質疑なし

と認めます。討論に入る前に、執行部の出席を求めますので、ここで若

干の休憩を挟み、１１時５５分から再開をいたします。定刻までに御参

集をお願いいたします。 

 

 

午前１１時４５分 休憩 

 

午前１１時５５分 再開 

 

 

矢田松夫委員長 それでは委員会を再開します。このままでいくと、１２時を

越えますが、執行部の皆様も御協力をお願いします。議案第１２号、平

成３１年度山陽小野田市一般会計予算について討論を行います。討論は

ありませんか。 

 

山田伸幸委員 議案第１２号について反対討論を行いますが、具体的な内容に

ついては本会議において、本日質疑によって明らかになった事項を含め

て討論を行いたいと思います。 
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矢田松夫委員長 ほかに討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で討論を終わります。これより、議案第１２号について、採決いたしま

す。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

矢田松夫委員長 賛成多数により、本件は可決すべきものと決定しました。次

に議案第４７号、平成３１年度山陽小野田市一般会計補正予算第１回に

ついて、総務文教分科会の報告を求めます。 

 

河野朋子総務文教分科会長 ３月８日に委員全員出席の下、総務文教分科会を

開催して慎重審査をしましたので、その内容を報告します。概要ですが、

プレミアム付商品券事業を実施するため、歳入歳出それぞれ３億７，５

７６万４，０００円を増額するものです。歳入の主なものは、国庫補助

金９，７７６万４，０００円増額です。その内訳は、プレミアム付商品

券事務費補助金２，８２６万４，０００円、プレミアム付商品券事業費

補助金６，９５０万円となっています。事務費補助金は実施における必

要事務費について、事業費補助金はプレミアム付商品券のプレミアム相

当分５，０００円に相当する事業費について、それぞれに要した金額の

全額が国から交付されるものであり、２０１９年１０月１日に消費税率

が現行の８％から１０％に引き上げられる予定であることから、国が経

済の回復基調に影響を及ぼさないよう、予算や税制措置等において、消

費税率引上げに対応した対策のうちの一つです。また、雑入２億７，８

００万円の増額は、プレミアム付商品券購入者から支払われる現金に相

当する分を市として歳入するもので、プレミアム付商品券を購入するこ

とができる対象者は、２０１９年度住民税非課税者と２０１９年６月１

日を基準として３歳未満の子が属する世帯の世帯主となっています。制

度の概要は、購入対象者に対してプレミアム付商品券の購入引換券を配

布し、この購入引換券と２万円で、２万５，０００円のプレミアム付商

品券を購入。購入者は公募で決められた店舗でプレミアム付商品券を使

用して商品を購入することができるものです。次に歳出として職員手当

等２０３万６，０００円増額、共済費８８万円増額、賃金５０９万４，

０００円増額、需用費６４７万円増額、役務費４７８万４，０００円増

額、委託料６００万円増額、使用料及び賃借料３００万円増額、さらに

負担金、補助及び交付金が３億４，７５０万円の増額となっていますが、

これは、使用されたプレミアム付商品券の換金額で、店舗は、使用され

たプレミアム付商品券を、金融機関等を通じて換金し、市から金融機関
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等へプレミアム付商品券を使用した金額を支払うものです。主な質疑と

して、「想定人数は何人か」との質問に「非課税者の対象者を１万２，

５００人、３歳児未満を１，４００人の合計１万３，９００人を想定し

ている」との答弁がありました。また、「対象者が転居した場合の扱い

は」との質問に「購入引換券を新住所地に持っていけば、そこの担当部

門で引換券が新たに交付される」との答弁がありました。さらに、「商

品券購入はどこでするのか」との質問に「市役所の出先機関を含めて考

えている」との答弁がありました。「購入者はどこが登録業者や登録店

舗と分かるのか」との質問に「冊子を渡したいと考えている。またホー

ムページにも掲載する。さらに店舗にはステッカーを貼る対応を考えて

いる」との答弁がありました。また、「第三者への転売防止はどのよう

な方策を取るのか」との質問に「市として転売を具体的に阻止する方策

を取るのは難しい。転売・譲渡はしないでくださいというお知らせも併

せてしていく必要がある」との答弁がありました。以上で報告を終わり

ます。 

 

矢田松夫委員長 分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。御質疑はありませんか。 

 

山田伸幸委員 まず、この議案第４７号が消費増税を前提としているというこ

とが明らかとなっていますが、この商品券の購入そのものが住民税非課

税世帯に本当に行き渡るのかという心配があるわけですが、その点では

どういった議論がされておりますでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 委員からの質疑というよりは、執行部からの説明

の中で、この非課税者にどのように行き渡るのかということの説明を受

けたことをここで御紹介しますと、２０１９年度の住民税非課税者に該

当すると思われる方から、まず購入引換券の交付申請書の提出を受けて、

その要件をこちらで確認した後に引換券を送付するという説明があり、

プレミアム付き商品券の事業については広く広報などをしていくという

説明がありましたが、それ以上に、本当に行き渡るのかといったところ

についての質疑は、分科会の中では行っておりません。 

 

山田伸幸委員 このプレミアム付き商品券が一度きり、しかも実質的には５，

０００円程度が手元というか買い物をするわけですから必要な支出にな

るわけで、それからこれが済めばそこから先は今までにない高い消費税

を負担し続けるということになるわけですが、そういった点での質疑は
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されたでしょうか。 

 

河野朋子総務文教分科会長 これは、当然国の政策で消費税の引上げというこ

とになっておりますので、本市の市議会の中でこれについて議論という

ことには至っておりません。 

 

矢田松夫委員長 ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)以上で、

質疑を終わります。次に討論を行います。討論はありますか。 

 

山田伸幸委員 議案第４７号、平成３１年度山陽小野田市一般会計補正予算（第

１回）について、反対の立場から討論を行います。本議案は、消費税増

税を前提に、そもそもこの消費税増税が低所得者ほど負担の重いもので

あります。そういった低所得者向けということで商品券の購入を勧める

わけですが、その商品券の購入そのものが難しい家庭がたくさんあるわ

けであります。また、一度これを手にすれば、それから先はずっと大き

な家計負担となることは明白であり、この制度そのものについて問題が

ある、このように指摘をさせていただき、本議案に反対といたします。 

 

矢田松夫委員長 ほかに討論はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で討論を終わります。これより、議案第４７号について、採決いたしま

す。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

矢田松夫委員長 賛成多数により、本件は可決すべきものと決定しました。次

に、議案第４６号、平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算第１０

回について、総務文教分科会の報告を求めます。 

 

河野朋子総務文教分科会長 ３月７日に委員全員出席の下、総務文教分科会を

開催しました。その内容について報告します。概要ですが、歳入歳出と

も２，２０８万５，０００円を増額し、予算総額を２９９億７，３６１

万８，０００円とするもので、歳入の主なものは、繰入金及び総務費雑

入の増額で、歳出の主なものは退職手当の増額です。また、埴生地区複

合施設整備事業について、今年度事業の年度内完了が困難となったため、

翌年度へ繰り越すための繰越明許費の補正です。歳入では、財政調整基

金繰入金２，１６８万８，０００円の増額で、補正後の財政調整基金の

残高は、４０億５，７４６万４，０００円となります。また、総務費雑
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入が３９万７，０００円の増額で、これは退職者のうち、水道局での勤

務期間のある者の退職手当について、その期間分を負担してもらうもの

です。次に歳出では、人件費全般のうち、総務費の職員手当等が１，９

１３万７，０００円の増額です。その理由は市長部局の職員２名の退職

によるものです。また、教育費のうち、職員手当等２９４万８，０００

円の増額は、教育長の退職によるものです。主な質疑については、「教

育長の退職手当の計算式は」との質問に「教育長の月額の給料掛ける在

職月数掛ける２５％である」との答弁がありました。次に繰越明許費で

すが、埴生地区複合施設整備事業３，８９５万８，０００円です。埴生

地区複合施設整備事業のうち機械設備工事については、平成３０年９月

７日に１回目の入札を行ったが、応札者が１社のため入札中止となり、

同年１０月２日の２回目の入札は予定価格超過により不落札となった。

その後、随意契約の交渉を行ったが不調に終わり、予定価格を見直し平

成３１年２月１２日に３回目の入札を行ったが、予定価格超過により不

落札となった。現在、指名業者１１社のうち随意契約の交渉に応じた４

社に対し随意契約の交渉中であるが、今年度事業の年度内完了が困難と

なったため、平成３０年度の機械設備工事の前払金に当たる予算を平成

３１年度に繰り越すものです。主な質疑として、「入札不調によってど

のような影響を受けるのか」との質問に「開設予定を平成３２年３月と

予定していたが、４月以降になる可能性がある」との答弁がありました。

また、「現在、埴生地区複合施設の工事の状況は」との質問に「機械設

備工事の入札が不調のため、建築主体工事、電気設備工事はストップし

ている」との答弁がありました。以上で報告を終わります。 

 

矢田松夫委員長 分科会長の報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。御質疑はありませんか。 

 

山田伸幸委員 入札不調ということでありますが、この不調となっている原因

等については何か調査をされたでしょうか。 

 

河野朋子分科会長 今回の補正予算の審査の中で、不調の原因については審査

していません。 

 

矢田松夫委員長 ほかに質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）以上

で質疑を終わります。次に、討論を行います。討論はありませんか。（「な

し」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。これより、議案第４６号につ

いて、採決いたします。本件に賛成の委員の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

矢田松夫委員長 全員賛成により、本件は可決すべきものと決定しました。以

上で、一般会計予算決算常任委員会を閉会します。 

 

 

午後０時１０分 散会 

 

 

平成３１年３月１９日 

一般会計予算決算常任委員長 矢 田 松 夫 


